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医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対応スキームについて 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局経済課長から通知があり

ましたので、御了知の上、貴会員への周知方よろしくお願いします。 

なお、本通知は、次のホームページに掲載しておりますので、念のため申し添

えます。 
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    アドレス 

    https://www.pref.okayama.jp/site/361/ 

  



  

医政経発０５２８第１号 

令和 ３年 ５月２８日 

 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

厚生労働省医政局経済課長    

 （公 印 省 略）    

 

 

医療用医薬品の供給不足が生じる場合の対応スキームについて 

 

 

平素より、医薬品等の安定供給の確保にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

医療現場で使用される医療用医薬品の供給が停止されることは、医療の提供に支障

を来たす恐れがあることから、医薬品の安定供給の確保や供給状況についての適切な

情報提供は重要です。 

そのため、医療用医薬品の回収・欠品・出荷調整等により、医療機関・薬局で必要

な量の医療用医薬品が供給できない又はできない恐れがある場合（以下、「医療用医

薬品の供給不足が生じる場合」という。）の情報提供に関して、令和２年９月の「医療

用医薬品の安定確保策に関する関係者会議」のとりまとめを受け、「医療用医薬品の

供給不足に係る適切な情報提供について」（令和２年 12 月 18 日付医政経発 1218 第

３号厚生労働省医政局経済課長通知）により、製造販売業者等が、医療関係者等に対

し、医療上の対応を行うために必要な情報を適切に提供するよう依頼しているところ

です。 

今般、令和３年３月に安定確保医薬品が選定されたことを踏まえ、医療用医薬品の

供給不足が生じる場合の対応の一般的な手順（医療用医薬品の供給不足時の対応スキ

ーム）を策定し、別添のとおり、日本製薬団体連合会に対して適切な対応を求める旨

通知いたしましたので、ご了知いただくととともに、これら団体に加盟していない製

造販売業者及び医療機関・薬局を含め、貴管下関係者への周知方よろしくお願いしま

す。 
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